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POS IN
¥

初めて出てくる帳票 二度目以降に

出てくる帳票
データファイルシステム

決裁 保管 入力 出力現金

物品など

確定、照合など 帳票をまとめる 帳票を分ける

フローチャートの記号の意味

（注意）上の記号は、産能大方式に準じている。

EDP帳票

別紙資料５　フローチャート分析



27

１．収入
①収入事務

指
定
金
融
機
関

③
領
収
書

納
入
者

出
納
課

主
管
課

②
納
入
済
通
知
書

¥
¥

①
納
税
通
知
書
等

①

③

②
PO

データファ
イル

④
収
入
金
連
絡
票

②
④

②
④

金融機関

からのデー
タファイル

滞納整理
システム

IN

④

② ④

財務会計
システム

IN

S
消込

確定入力

金融機関
からのデー

タファイル
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１．収入
②出納員・分任出納員の会計事務（１）（一般）

出
納
課

指
定
金
融
機
関

納
入
者

主
管
課

①
納
入
済
通
知

②
領
収
書 ③
原
符

¥
¥

②

③

④
現
金
出
納
簿

⑤
現
金
払
込
書

⑥
領
収
証
書

⑤
⑥

⑥

⑤
⑦

⑦

⑤

⑦
収
入
金
連
絡
票

⑤

データファイ
ル

金融機関か
らのデータフ
ァイル

金融機関からの
データファイル

¥

¥

①

財務会計
システム

PO

IN

滞納整理
システム

IN
S

⑦

（例）納付者が納付書を使わずに担当課で支払う場合

消込

確定処理

注３．滞納整理シ
ステムと書類の
突合、消込は、
毎日行う。

注２．⑧日々、収入金連絡票を出力する。

注１．金融機関で受け入れたものも含め
てデータを送付。

①
④
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１．収入
③出納員・分任出納員の会計事務（２）（税務等）

主
管
課

納
入
者

指
定
金
融
機
関

出
納
課

①
③
④

④
現
金
出
納
簿

データファイ

ル

①
領
収
証
書

⑥
⑧

¥

②
③

¥

⑧

⑦
高
知
市
納
付
書
合
計
票

⑥
市
税
納
付
書

⑧
収
入
金
連
絡
票

⑧

金融機関か
らのデータフ

ァイル

¥

⑥

¥

⑤
払
込
連
絡
票

⑤

金融機関か
らのデータ

ファイル

②
納
付
済
通
知
書

①

⑤
⑥
⑦

③
原
符

滞納整理シス
テム

IN ⑥

財務会計

システム

IN

PO

注１．⑤税、国保は市税払込連絡票

注２．税、国保は日々の収入金連絡票はない。

注２．⑦介護、子ども福祉など、会計規則第８３条で定められた領収
証書に替わるべき証書の発行をしているところのみ使用している。

注３．金融機関で受け入れたものも含め
てデータを回付。

注４．⑧税、国保は、日々の収入連絡票はなく、財務会
計システムには前月の合計を科目別に入力する。
一方、介護、子ども福祉は、日々の収入金連絡票を出力
する。

注６．滞納整理シ
ステムと書類の
突合、消込は、
毎日行う。

注５．税、国保は
出納から日々の
金額を金額連絡
票として納付書
とともに回付され
る。これと滞納
整理システムの
データを照合す

る。

S

⑦
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１．収入
④歳入歳出外現金(１）
精算

出
納
課

主
管
課

②
払
込
通
知
書

財務会計シス

テム

①
歳
入
歳
出
外
現
金

清
算
書 ①

②

①
②

①
②

注２．②戻入が生じた場合
のみ

注３．②があるときのみ。②がな

い場合は、出納課に回付されず、
主管課の決裁だけ（同額精算）

注１．このケースは資金前渡の場合のみ生じる。

PO

IN

S
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１．収入
⑤歳入歳出外現金（２）
調定

出
納
課

主
管
課

③
一
括
支
払
内
訳
書

②
払
込
通
知
書

納
入
者

財務会計
システム

IN

PO
①
調
定
書

①

②

①
②
③

IN

②
支
出
先
内
訳
書

PO

①
支
払
命
令
書

財務会計
システム

①
②
③

注１、主に人事課で行う。
「収入事務」
へ続く
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２．一般の支出負担行為
①予算執行決定及び契約決定を
機械作成帳票で行う場合

財
務
担
当
課

出
納
課

業
者

主
管
課

財務会計
システム

PO

IN

①
予
算
執
行
決
定
書
兼
支
出
負

担
行
為
書

① ②

②
請
求
（見
積
）書

財務会計シス
テム

③
支
出
命
令
書

②
③

①①
②

注１．このフローが該当するのは、手数料の支払や修繕などである。
但し、修繕については、マニュアルがあり、要望処理票により起案する（工事の個所を参照）。

S

PO

IN
S
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２．一般の支出負担行為
②予算執行決定を起案紙で行い、
契約決定を機械作成帳票で行う場合

業
者

出
納
課

財
務
担
当
課

主
管
課

②
予
算
執
行
決
定
書
兼

支
出
負
担
行
為
書

③
④

③

財務会計シス
テム

④
支
出
命
令
書

③
請
求
（見
積
）書

①
②
③

財務会計シス
テム

①
②

①
②

PO

①
起
案
紙

注１．このフローが該当するのは、交際費、食糧費などである。

S
IN

S

IN

PO

S
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２．一般の支出負担行為
③予算執行決定及び契約決定
を起案紙で行う場合

業
者

出
納
課

財
務
担
当
課

主
管
課

③ ①
②

④
支
出
命
令
書

③
④

①
②

①
起
案
紙

③

財務会計シス
テム

財務会計シス
テム

③
請
求
（
見
積
）書

②
予
算
執
行
決
定
書
兼

支
出
負
担
行
為
書

①
②

①
②

注１．このフローが該当するのは、契約書が必要な場合である。

PO

IN
SS

S

PO

IN

S
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３．工事施工の支出負担行為
①管財契約課で契約を行う工事（１３０万円を超える工事）

業
者

工
事
課

管
財
契
約
課

出
納
課

財
務
担
当
課

主
管
課

IN

⑤
契
約
書

⑪支出命令書

監督職員と検査職員は
兼務してはならない

財務会計
システム

S

①
設
計
書

S

PO

S

⑩
請
求
書

IN

⑩

注２．請求書の検収印の欄には押印は

されない。請求書と支出命令書の他に、
検査調書も保管する。

PO

財務会計
システム

S

①
②
③
⑤
⑥

入札についての伺いを総務部
内で決裁を行う。

その後、入札を行い、業者を決
定、契約を取り交し、支出負担
行為書を入力、出力する。

財務会計
システム

⑥支出負担

行為書

⑧
検
査
調
書

⑧

注１．検収調書は
同じ物を２部作成

②工事施工
決定書

S

⑦
完
成
届

①
②

PO

⑦

⑧
⑩
⑪

③
伺
い

①
②

①
～
③
⑤
～
⑩

⑤

①
～
③
⑤
～
⑨

①
～
③
⑤
～
⑪

④
予
定
価
格
調
書

④

IN

①

⑨

⑨
請
負
工
事
引
渡
書

設計書作成の前に、主管課が
発注報告書を作成し、主管課
内での決済の後、工事要求書
を工事課へ回付。その後、①
の設計書が作成される。
尚、発注報告書と工事要求書
は設計書に添付されない。
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３．工事施工の支出負担行為
②小規模対応（５０～１３０万円以下の工事）

業
者 ⑩

請
求
書

⑨
事
前
・事
後
の
写
真

財
務
担
当
課

工
事
課

出
納
課

主
管
課

PO

IN

①
～
④

財務会計
システム

⑤工事施工決

定書兼支出負
担行為書

財務会計
システム

PO

⑪支出命令書

IN

工事前・工事後の写真を提出

S

①
～
⑪

⑧
⑨
⑩

①
～
⑨S

②
工
事
仕
様
書
兼
請
負
契

約
要
求
決
議
書

①
要
望
処
理
票
・発
注
報
告
書

S

発注予定業

者と立会、
発注、工事

着手

④
見
積
書

④

①
～
④

①
～
⑤

①
～
⑤

⑦

⑩
⑪

⑧
完
成
届

⑥

⑥
請
書

業者選

定委員

会開催

業
者

選

定

検収は請求書に押印

③

③
設
計
書

⑦
着
工
届

注）５０万円以下でもこのケースに該当する場合がある。（修繕に該当しない場合）
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３．工事施工の支出負担行為
③修繕対応（５０万円以下の工事）

業
者

工
事
課

出
納
課

財
務
担
当
課

主
管
課 ①

～
③

①
～
③ S

IN

PO

①
～
④

⑥支出命令書

⑤
⑥

S

決裁の後、業者選定・

発注予定業者と立

会。工事着手

工事前・工事後の写真を提出

財務会計
システム

③工事施工決

定書兼支出負
担行為書

④
⑤

④
事
前
・事
後
の
写
真

IN

②

S

①
②

①
要
望
処
理
票
・
発
注

報
告
書

①
～
③

PO

⑤
請
求
書

財務会計
システム

②
見
積
書

①
②

S

S

検収は請求書に押印

原則として２社以上
から見積を取る。
但し書きあり。

注）５０万円以下でも当該ケースでなく、３②に該当する場合がある。(修繕に該当しない場合）
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４．物品購入の支出負担行為
①管財契約課で契約を行う場合

財
務
担
当
課

出
納
課

主
管
課

業
者

管
財
契
約
課

④物品購

入決定書

①
②
③
④

①
～
⑧

⑨
請
求
書

PO

財務会計
システム

IN

S

①
②
③
④

⑤
⑥
⑦

⑧支出行

為負担書

①
～
④
⑧
⑨

財務会計シ
ステム

IN

PO

⑦
契
約
書

⑦

仮
検
収 ⑨

本
検
収

文書管理
システム

IN

S

起案は、手書きで行う場合と文書管理シス

テムで行う場合がある。
③
見
本
な
ど

②
仕
様
書

①
起
案
紙
（
伺
い
）

仮検収は、所管課の
複数の職員で行う

⑩支出命
令書

IN

PO
財務会計

システム

①
～
④

⑧
⑨
⑩

⑤
伺
い

⑥
予
定
価
格
調
書

見積又は入札についての伺いを総務部内で決裁を行う。そ
の後、見積又は入札を行い、業者を決定し、契約する。

・５０万円以下の場合、契約書省略

・５０万円を超える場合、契約書作成

・５０万円を超える場合は契約書も
回付する

・８０万円を超える場合は、入札関
係書類一式、契約書も回付する

S

S

S
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４．物品購入の支出負担行為
②主管課で契約を行う場合
一般形

主
管
課

業
者

出
納
課

財
務
担
当
課

注４．
①の金額が100万円以上であれば、
一旦、①②③の書類は全て出納へ
回付され、その後②のみ主管課へ返
され、保管する。

②

注２．産業振興部（観光、農林水産課、耕地課、産業政策課）、市民生活部は、主
管課で②を打ち出し、決済の後、財務担当課に回付。
注３．産業振興部（市場、競輪）など特別会計は、②③とも全て主管課で打ち出し、
主管課で決済を行う。

注２．３を
参照

検収押印

検収は、複数職員によ

る現品確認を行う
⇒運用上は、行わない

場合もある

①
②
③

S

②物品購入決定書兼

支出負担行為書PO ③支出命令書

S

①
②

PO

100万円未満の需要費
は、他の帳票と切り離し
て主管課で保管

S

①
請
求
書

①
③

確定

財務会計
システム

財務会計
システム

IN

①
②

①

注）３を参照
IN

注１．法規を厳密に解釈すれば、注文（契約）の前に②の決裁が必要。ただし、マニ
ュアル（高知市事務事業執行管理取扱方針 ）には、※の順番が明記されている。

※管理・監督職
員の指示

⇒見積書の依
頼・徴収
⇒業者への発注

見積書は２人以
上とするが、但し

書きあり
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４．物品購入の支出負担行為
③主管課で契約を行う場合
保育園

保育
園

④
納
品
書

③
納
品
書

業者

子ど

も福
祉課

⑥
保
育
園
入
力
票

②
注
文
書

⑤
⑥

①
④

①
注
文
書 ⑤

⑥

②
③

⑤

⑤
請
求
（
見
積
）書

検収は、複
数職員によ

る現品確認
を行う

⇒運用上
は、行わない
場合もある

支出負担行為、支出命令
は、「一般」を参照のこと

S


